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本会、日本自然保護協会、WWFジャパンが海上の森の長期的保全策と県道計画の見直しに

ついて愛知県に要望（2004.3.30） 

  

「愛知万博検討会議」が海上の森会場案について大幅縮小で合意（2000.7.24）  

 

海上の森の住宅・道路開発ついに中止！（2000.4.4）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2004 年３月 30 日、本会と（財）日本自然保護協会、（財）世界自然保護基金（WWF）ジ

ャパンは、愛知県知事に対し、「海上の森の長期的保全策と県道見直しに関する要望書」を

提出しました。 

 これは、2005年の愛知万博の開催を前にして、その一部が会場となる愛知県瀬戸市海上

（かいしょ）の森の長期的な保全策について、またムササビやシデコブシといった希少な

生物と共存できるような会場計画に向けての見直しについて、要望したものです。 

 本会は同時に、2004年２月に（財）2005年日本国際博覧会協会から本会に提案のあった

愛知万博の催事への参加の検討は見合わせ、これらの要望に関して愛知県の対応を見守っ

ていく旨、同協会に回答いたしました。 



平成１６年３月３０日  

愛知県知事 神田 真秋 殿 

（財）世界自然保護基金ジャパン 

会長 大内 照之 

（財）日本野鳥の会 

会長 小杉 隆 

（財）日本自然保護協会 

理事長 田畑 貞寿 

 

海上の森の長期的保全策と県道計画の見直しに関する要望書 

 

 貴職におかれては、目前に迫った愛知万博の準備に腐心されていることとお察しいたし

ます。 

 さて私たち３団体は、1999年８月に海上の森の保全に関する要望書を貴職に提出し、そ

の結果として、貴職は 2000年４月に通商産業大臣、博覧会協会会長と、新住宅市街地開発

事業および都市計画道路計画の中止を合意され、またこれを受けて愛知万博検討会議を設

置し、市民による博覧会計画の見直しを行いました。同年 10月にヨルダンのアンマンで開

催された第２回世界自然保護会議では、この決定を評価した上で、環境に配慮した博覧会

の実施、海上の森の保護地域化を求める勧告が採択されました。今年 11月には、タイのバ

ンコクにおいて、第３回世界自然保護会議が開催される運びとなり、この勧告に対する政

府・NGOの取り組みを報告する時期が迫っています。 

 愛知県が海上の森の長期的保全のため、里山学びと交流の森検討委員会を開催し、博覧

会終了後の海上の森の保全利用に関する報告書をまとめるとともに、海上の森の管理を主

管する部署を農林水産部と定め、新住宅市街地開発事業特別会計に計上されている土地を

一般会計に移すなどの措置を決めたことについて、私たち３団体は前向きに評価しており

ます。また、里山学びと交流の森県条例（仮称）の制定によって海上の森全域のゾーニン

グを行うとともに、保護上特に重要な地域について県自然環境保全地域とすることについ

ても一定の評価をしております。しかし、世界自然保護会議の勧告が求める国レベルの保

護地域設置を、愛知県が選択しなかったことについてはたいへん遺憾であり、この理由に

ついては愛知県が世界自然保護会議において、直接説明されるべきと考えております。 

 以上を踏まえ、第３回世界自然保護会議と愛知万博の開催を前に、海上の森の長期的な

保全策と海上南地区における県道計画について、以下の通り要望します。 

 

   

１） 里山学びと交流の森県条例（仮称）の制定にあたっては、愛知県は市民参加による透

明性と説明責任を持った、条例制定のプロセスを採用すべきである。  



   里山学びと交流の森県条例（仮称）の制定にあたっては、将来の海上の森の保全と活

用にかかわる市民の参加が不可欠である。里山学びと交流の森の後継組織に法制度の専門

家を加えて条例要綱案を検討するとともに、一般県民に対するパブリックコメントなどの

透明性と説明責任を持ったプロセスを経て条例を制定すべきである。このような先例とし

ては、千葉県の三番瀬再生保全利用条例（仮称）の要綱案作成のプロセスや、長野県希少

野生動植物保存条例の制定にあたってのプロセスが参考となる。海上の森において、この

ような市民参加による透明性と説明責任を持ったプロセスが採用されれば、全国の里山保

全利用に対して、大きな影響を与えることであろう。  

 

２） 海上の森南地区における、里山学びと交流の森の入り口施設となる駐車場および県道

の建設は、ムササビやシデコブシなどが生息生育する森に多大な影響を与えるため、影響

の回避低減のため計画を見直すべきである。  

   海上の森南地区には、2000年の愛知万博検討会議の時点で、政府展示施設および駐車

場、県道が計画されていた。しかし 2001年に会場計画が見直され、政府展示施設が西地区

に移動した結果、駐車場と県道は愛知万博には必要のない施設となったため、里山学びと

交流の森の入り口施設として必要という説明がなされてきた。その後 2002年秋には、この

地域にムササビが生息することが海上の森を守る会によって指摘され、博覧会協会が調査

を行った結果、ムササビは南地区、西地区および隣接する吉田川流域を広く遊動している

ことが確かめられた。博覧会協会の海上地区会場計画モニタリング委員会において、県道

の幅員 11mは森に与える影響が多大であるという指摘がなされているにもかかわらず、愛

知県は道路構造令を盾に県道計画を変更しようとしないのは遺憾である。ムササビが生息

する東京都高尾山の参詣道は、都道であるにもかかわらず 3m程度の幅員であり、ムササビ

と共存できる規模となっている。愛知県は、南地区の県道・駐車場の規模を見直し、ムサ

サビやシデコブシが生息生育する森への影響を回避低減すべきである。  

 

問い合わせ先：  

(財)世界自然保護基金ジャパン  

  〒105-0014 東京都港区芝 3-1-14 日本生命赤羽橋ビル 

自然保護室次長 草刈正紀   TEL.03-3769-1773 FAX.03-3769-1717   

(財)日本野鳥の会  

  〒191-0041 東京都日野市南平 2-35-2 WING 

自然保護室長 古南幸弘   TEL.042-593-6872 FAX.042-593-6873   

(財)日本自然保護協会  

  〒102-0075 東京都千代田区三番町 5-24 山路三番町ビル 

常務理事 吉田正人   TEL.03-3265-0523 FAX.03-3265-0527  



「愛知万博検討会議」が海上の森会場案について大幅縮小で合意（2000.7.24）  

 

 ７月 24日、愛知県瀬戸市海上の森における万博の計画について、施設整備面積を大幅縮

小することで妥結し、本会が全力を上げて取り組んできました貴重な里山の保全がついに

確定的になりました。 

 

 このほど合意された万博の会場計画は、海上の森の利用を 10ヘクタールにとどめるもの

で、当初の計画の 250ヘクタール、また会議前の 57ヘクタールに比べても大幅に縮小され

ています。しかもこのうち９ヘクタールが、造成跡等の荒れ地を利用することになってい

ます。  

 

 



 

 



 本会では海上の森の保全に関して、オオタカなどの希少な生物が多数生息する貴重な里

山を守るという観点と、大規模な公共事業による自然破壊を防ぐという観点の両面から、

最優先課題として取り組んで参りました。そして、愛知県支部を中心とする地元の運動と、

他の自然保護団体との連携、バードライフインターナショナルなどの国際的な保護団体の

支援、また自然保護に賛同するさまざまな立場の方々のご協力により、大きな成果を生み

出すことができました。  

 

 万博計画の前提となっていた住宅事業とこれに付随する２本の道路建設は、私たちの運

動の成果により、４月４日に万博の事業者である 2005年日本国際博覧会協会（以下、博覧

会協会）・愛知県・通産省により中止が宣言されています。 

 

 これを受けて上記３者と本会、日本自然保護協会、ＷＷＦジャパンの自然保護３団体は、

市民参加による計画の見直しのための会議設置とその枠組み、運営方法について、長時間

の協議の末、合意しました。こうして、５月末、自然保護団体９団体、地元関係団体９団

体、専門家６名、博覧会協会の委員４名の合計 28名による「愛知万博検討会議（海上地区

を中心として）」が発足しました。  

 

 この検討会議では、海上の森を万博の中にどう位置づけるかについて、５月 28日の第１

回を皮切りに、以来ほぼ毎週、延べ 30時間を費やして８回の会議を重ねました。 

 最終的に得られた合意では、海上の森地区では、ほとんど開発をせず、また、今後愛知

県の責任により海上の森の保全構想のための委員会を設けることも合意されています。 

 

 お世話になったみなさまに、この場を借りてお礼申しあげます。今後とも国内の野鳥生

息地の保護問題はじめ、野鳥保護についてみなさまのご支援、ご協力をよろしくお願い申

しあげます。 



海上海上海上海上のののの森森森森のののの住宅住宅住宅住宅・・・・道路開発道路開発道路開発道路開発つつつついにいにいにいに中止中止中止中止！！！！    

 

 ４月４日、愛知県知事、通産大臣、博覧会協会会長は「住宅開発を中止し、海上の森を

通る２本の道路は都市計画認可申請をとり下げる。会場計画、跡地利用計画は広く関係者

の意見を聞きながら検討する」との合意を公表しました。ついに私たちの主張が受け入れ

られ、基本方針が大きく転換されたのです。 

 愛知万博問題はこれでようやく、海上の森を保全し、「環境万博」にふさわしい計画を議

論するスタートに立ったことになります。皆さまの熱い応援に心からお礼申しあげます。 

 

 公表された愛知県などの合意の内容は概略次の通りです；  

 

１．新住事業は、行わない。 

２．これに関する道路（名古屋瀬戸道路、若宮八草線）は、認可申請を取り下げる。 

３．海上の森南地区の中にテーマ館などの展示施設を配した博覧会会場を整備すること

を目指し、地元関係者や自然保護団体や有識者の意見を幅広く聞きながら検討する。 

４．海上の森の博覧会会場地を中心とした地区の将来の地域整備としては、公園、研究

施設などいろいろ考えられるが、広く関係者の意見を聴きながら検討を進める。 

 

この基本的方向に沿って、この夏を目途に、ＢＩＥに登録申請をすべく関係者と一丸とな

って詰めの作業を早急に進める。  

 

この文書を受けて３団体共同で公表したコメントは以下です； 



２０００年４月４日 

 

愛知県、博覧会協会、通産省による 

愛知万博ならびに跡地利用計画の変更に対するコメント 

 

(財)世界自然保護基金日本委員会 

(財)日本自然保護協会 

(財)日本野鳥の会 

 

１．環境団体の主張を受け入れ、今までの方針を転換して新住・道路を中止し、跡地を公

園とするというその英断を評価する。 

 

２．南地区にある吉田川流域は（サンコウチョウなどの野鳥やゲンジボタルなどの昆虫の

生息地として）非常に重要な地域であり、これを守ってゆかなければならないという

立場は変わらない。 

 

３．南地区というが何に使うか中身が不明であり、一方的に結論を押しつけるやり方は承

服できない。環境万博を行うならば市民や環境団体と対等な立場で話し合う協議の場

を設けて会場計画を検討すべきである。  

 

以上  



２０００年４月４日 

愛知県知事発表 

 

（深谷通産大臣・豊田博覧会協会会長・神田愛知県知事の合意内容） 

海上の森の博覧会事業及び地域整備の基本的方向について 

 

１．会場計画について 

 

１．海上の森については、南地区の中に、自然環境の保全に最大限の配慮を払いなが

ら、「自然の叡智」というテーマを具現化するシンボルゾーンとしての会場を整備

することを目指す。  

２．当該会場には、テーマ館や政府シンボル館、自治体館などの展示施設を配置する

ことなどが考えられる。会場の整備に当たっては、水系や地形への配慮を行う等

環境負荷を最小化するとともに、海上の森との調和に最大限配慮する。なお、そ

の整備に当たり、保安林区域については、解除申請は行わない。また、これらの

施設の建設、運営について、「自然の叡智」というテーマにふさわしい博覧会の実

現ということを念頭に、地元関係者、自然保護団体や有識者等の意見を幅広く聞

きながら検討を進める。  

３．上記博覧会会場とは別に、会場周辺でボランティアによる園路や散策路の整備、

案内ツアーの開催なども考えられる。  

４．会場計画の具体的内容については、今後早急に博覧会協会を中心に関係者で詰め

る。 なお、海上の森での会場の縮小に伴い、想定入場者数は減少するが、インタ

ーネット等の情報技術を活用し、世界中の人々が実際に会場を訪れなくとも自然

との触れあいを実感できるようにするなどの工夫を行う。  

 

２．地域整備について 

 

１．新住宅市街地開発事業は行わない。また、名古屋瀬戸道路及び若宮八草線につい

ては、現在申請中の都市計画の認可申請を取り下げる。  

２．海上の森の博覧会会場地を中心とした地区の将来の地域整備としては、博覧会施

設の活用も含め、自然環境や生物多様性などに係る研究や教育を行う施設、自然

と共生するライフスタイルを体験できる施設や陶芸を楽しむ施設などを設置した

り、あるいは公園として整備することなど様々なことが考えられる。これらも念

頭に、今後海上の森を保全、活用するためにはどうしたらいいか、また、そのた

めの仕組みはどのようなものにしたら適当であるかなどについて、地元関係者、

自然保護団体や有識者等の意見を幅広く聞きながら今後検討を進める。 



 

３．会場間の道路等について 

 

 海上の森南地区と愛知青少年公園の両会場を結ぶための道路については、既存の道路の

拡幅及び一部道路を新設することにより両会場の連絡を図ることとし、早急に関係者で

具体的作業を進める。また、愛知環状鉄道についても、観客輸送を円滑に行う観点から、

早急に関係者で具体的作業を進める。  

 

４．今後の進め方 

 

１．以上の基本的方向に沿って、「自然の叡智」というテーマにふさわしい博覧会を、

内外の広い理解と賛同を得ながら、また、後世からも高く評価されるものとして

開催できるよう準備に万全を期す。  

２．このため、本年１１月乃至１２月のＢＩＥ総会での登録承認を目指し、今夏を目

途にＢＩＥに申請すべく、会場の具体的な施設配置、想定入場者数、資金計画な

どについて、博覧会協会を中心として関係者一丸となって詰めの作業を早急に進

める。  

 


